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三　南フランス農奴制研究の現況

（1）属地的農奴制

a.カタロニア地方のhomines de remensa

　ボナッシーによるカタロニア農奴制の研究の後、カタロニア地方および南

フランスの属地的農奴制について、その起源や実態に関する詳細な研究が相

次いで行われた。すなわち、カタロニア地方の remensa、ガスコーニュ地方

の casalis、低地ラングドック地方のmansata、と呼ばれる隷属地を保有する

農奴に関する研究である 1。その結果、今日カタロニアおよび南フランス諸

地方の農奴身分の起源を11世紀のバン領主制の成立に結びつけるのではな

く、12-13世紀に於ける領主制の変化に求める傾向が強くなり今日にいたっ

ている。こうした直近の傾向はまずカタロニア地方の研究が先鞭をつけたの

で、まずその研究のなかみを紹介したうえで、南フランス農奴制研究の現況

を概括したい。

　アメリカの中世史家P・フリ－ドマンがカタロニア地方に於ける属地的農

奴であるpageses de remensaを対象とする詳細な研究を行い 2、次のような結

論にいたっている。同地方に於ける農奴制の起源を考える場合、12世紀末

から13世紀初頭にかけてみられた農民の地位低下とそれに続く13世紀以降

のpageses de remensaの成立過程こそが決定的に重要なのであって、11世紀

後半に於けるバン領主制の成立、それに続くバン領主制および土地領主制の

発展を直接の起源とすることはできない。12世紀の大部分の期間に於いて、

自由な農民層は大規模に維持されているのであり、彼等の保有契約上の諸義

務は法的身分の変化に殆ど結びついていない。後に農奴の指標とされるかの
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「悪しき慣習」はまだ発達していないか、農民以外の他の階層（貴族層）に

も課せられているか、あるいは不法な乱用であって恒常化していないかであ

る 3。

　しかし12世紀後半になると、農民の社会的状況に非常にはっきりとした

変化が現れてくるという。この時期から農民の托身を記載した証書や托身

したことを承認する証書が数多く現れるが、そこには保有地からの地代の

記述に加えて領主に対するさまざまの義務が規定されているのである。す

なわち、領主に対する従属、オマージュを行うこと、移譲された土地への

居住義務である 4。そして同じ頃から、居住義務を放棄する場合の「贖い金

redemptiones」の支払いを記した証書が出現する 5。また、「悪しき慣習mals 

usos」の出現機会が飛躍的に増加するが、なかでも cugucia, exorquia, intestia

が際立っていて、一括して記載される場合が多い。そしてそれらは単に個々

の保有についての偶発事ではなく、隷属身分の法的標章としての意味を持つ

にいたっている。特に顕著な現象として、この時期以降、都市に慣習法特許

状が授与される場合に、「悪しき慣習」がそのような含意を持つ賦課租とし

て現れることが一般的にみられる 6。

　こうした変化の背景であるが、12世紀後半には王権＝伯権に対するアリ

ストクラシーの反乱と暴力が再燃しているという。両者の妥協の産物として、

一方では王権＝伯権が強化され平和立法や国家的行政の拡充がみられ、経済

的拡大・国威伸張の時代が進行するが、他方では王権＝伯権によって領主

の保有農に対する統制力の保護が行われたのだ。1202年セルベラで開催さ

れたコルテス（王国議会）は、領主が自らの農民に対して「加虐の権利 jus 

maletractandi」を有することを認め、その事由につき国王裁判所への提訴を

禁じている。このことは、農民に対する支配権について、王権と貴族層との

妥協を意味している。王領や聖界領の農民については、従来通り慣習法の保

護下に、したがって王の平和の下に置かれるが、貴族たちの支配下にある農

民については、それぞれの領主の最終的な裁判権を認め、慣習法の保護から
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除外したのである。その場合、農民について何らの限定もなされていないの

で、領主たちの恣意的な加虐の対象になった農民の覆う範囲、その性格を知

ることはできない。寧ろ農奴身分自体がなお流動的で、輪郭の定まらぬ状況

を想定しておかねばなるまい。そのうえで件のコルテスの決定は、何らかの

特権ないし保護の拠り所をもたぬ多くの農民を領主の恣意の下に置くことに

よって、農奴制確立への大きなモメントとなったことは疑いえない 7。

　同じく1283年にバルセロナで開かれたコルテスに於いては、不自由身分

の保有農が領主支配を逃れて王領に移り住む場合には、「贖い金」を支払わ

なければならないことを規定しつつ、①「贖い金」が要求される土地とそれ

が要求されない土地とを区別し、②「贖い金」を隷属的保有の鍵となる構成

要素として規定し、③公法に属する事柄として、自由な領域が提供するアジー

ル権を制限することで、隷属性の基本的な法を確立しようとしているのであ

る。その後、pageses de remensaに関する一群の法的な諸見解の多くは、この

1283年のコルテスの規定に対する注釈の形をとって現れている 8。

　とはいえカタロニア地方に於いて、農奴身分を規定する法が確固として存

在したわけではない。「悪しき慣習」、「加虐の法」、居住義務（「贖い金」）、「隷

属オマージュ」は隷属性を指示する指標として1200年前後の時期までには

機能するに至っているのであるが、それぞれの指示する農民の拡がりが一致

しているか否か判然としないのである。つまり、「悪しき慣習」に捕捉され

ている農民が全て居住義務を課せられていたのか、「加虐の法」の下にあっ

たのか、「隷属オマージュ」を行っていたのか、それぞれの逆はどうか等々。

農奴身分を争う係争で持ち出される隷属性の根拠も区々に分かれ、一貫性を

見出すのが難しい。

　しかし13世紀には少なくともそうした隷属性を免れた「自由」という観

念は成立していたとは言えるのである 9。

　なお、フリードマンは農奴制成立と同じ頃急速に影響を増してゆくローマ

法との関連を強調しているが、その原因というよりは促進要因としてとらえ
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ているのである。ローマ法のもつ分類ヘの志向性、および自由人－隷属民の

二分法が隷属性の明確化に与って力があったという 10。

　カタロニア地方の農奴制成立に関してフリードマンによって開かれた見通

しは、L. ト=フィゲラスによって12世紀に於ける領主制のメカニズムの研

究のなかで深められた 11。既によく知られていた事実であるが、同地方では

領主制に於いてマンス（mansus、俗語ではmas）のシステムの発達は早い時

期には北部の山間部（ピレネー地方）に限られており、南部の低地ではよう

やく11世紀末から始まり12世紀になって発達をみるにすぎない 12。言い換

えれば、この時期にマンスの組織化を通じて領主制の再編が広範に行われて

いるのである。「インカステラメント」の動きが殆どみられなかったために、

農民の居住形態は散居的傾向の著しく強い状況が保たれたのであるが、その

ような背景のもとで、かつて広範に存在していた農民自有地が中世盛期に向

かうにつれ急速に減少して領主制の支配が広がっていった。11世紀末から

12世紀にかけてこの地方の領主制に関して起こったことは、個別的保有地

が支配的な状況から、マンスの組織化による領主制の再編が急速に進んだと

いう展開に他ならない。さらに具体的な様相に立ち入るならば、マンスの組

織化に直接生産者たる農民の土地保有の在り方そのものの大きな変更をみる

のが通例であり、ト=フィゲラスもむしろそのような観点から形成された

マンスの構造を分析している。しかし、T.N. ビスゥンやR. ヴィアデのように、

マンスの組織化と言っても基底の部分では従来の個別的保有地を温存したま

まマンスとして束ねたにすぎないとする研究者もいる 13。いずれにせよ、マ

ンスの形成は領主制の運営を簡素化するという目的を持っていたことには変

わりがない。

　さて、ト=フィゲラスは12世紀に急速に進んだこうした領主制の再編の

なかに、カタロニア農奴制の起源をみようとする。実際、個々の農民もしく

は農民のグループが農奴となる動機としては、聖所に身を捧げてそこで埋葬

を受けることや領主の保護を受けることなどもあったが、最も多くの場合、
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農奴化は保有地の獲得と結びついていたのである。実際、農奴制の進展とマ

ンスの急速な形成とは時期（11世紀末から1200年頃にかけて）および地域（カ

タロニア地方北東部＝旧カタロニア地方［リョブレガート川以東］）につい

て軌を一にしている 14。

　領主たちが領主制の単位として構成されたマンスに農奴制を導入すること

を選択したのは何故か。マンス保有農（マンス内の賦課租徴収に責任を負う

中間管理者としての農民）を人格的に支配し、その家族および子孫を掌握す

ることによって、領地経営をより確固としたものとすることができる。この

ことは同時に、マンス保有農の家族の生活サイクルを自由に統制することに

より、収益の水準を維持しあるいは拡大する有効な手段でもあるのだ 15。

　マンス保有農およびその家族や子孫に対する領主の統制は、とりわけ相続

および結婚に関して顕著に表れる。まず保有農が息子のうちの一人を間違い

なく相続人に指定して、マンスの一体性を保持しつつ経営上の連続性を保証

するように、相続に介入する。相続人の指定自体は保有農側の自由が原則で

あるが、12世紀後半になると、領主の同意が求められることもある。しか

ししばしばみられるのは、保有農が指定された時期に息子か娘のうちの一人

を相続人として保有地に据えるという文言である。相続人が丁年に達する時

点が念頭にあるのが通常であるが、両親の生存中である場合も多い。保有農

による新たな開墾や領主からの空きマンスの提供が前提されていることもあ

るが、保有中のマンスだけが対象となる場合には、両親は生涯の用益権を留

保して結婚した相続人と同居することになろう 16。

　さらに結婚への介入である。最も問題にされるのは、結婚によってマンス

の名義人が変わる場合、すなわち相続人が女性（寡婦や娘）である場合に他

ならない。そもそも女性を通じて世襲的な保有地の移譲がなされる場合に、

特別の譲渡税が設定される事例もあるが、結婚が締結される時には、女相続

人とその夫に新たな保有契約を強いるのである 17。

　既述のように、後に農奴の指標として5つの「悪しき慣習」が定まってゆ
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くが 18、そのうち3つ（exorquia, intestia, cugucia19）は相続に関わり、1つ（ferma 

de spoli）は結婚に、そして残りの1つ（arsina）は財産の保全に関わると言

いうるので、以上のような脈絡からはよく理解できるであろう。

　カタロニア地方の農奴に特徴的なもう一つの負担として、保有地を放棄す

る際の「贖い金」支払いの義務がある。ト=フィゲラスはまずは通常の解

釈と同様にマンス保有農が保有地を離れることを制限するための負担である

と考えているが、しかし次のような興味深い分析を付け加えている。「おそ

らく保有地を離れようと望む農民の意気を挫くのに有効に役立ったのであろ

うが、マンスに代わりの者を探さなければならない領主に支払われる補償金、

すなわち賦課租の支払いの一時的中断に対して彼によってとられる保証とし

ても解釈することができる 20。」そしてやがて12-13世紀のへローナ司教区を

対象とするより新しい研究では、上記の文章のうち後半のくだりに強調を置

きながら、前半の農奴の土地緊縛という性格を大幅に弱める分析結果を示す

のである 21。

　ヘローナ司教区とその周辺では、12世紀以来農奴の贖い金支払いを記載

した「贖い証書（chartes de rachat）」が数多く伝来する。1120年代から現れ

始め、1160年を過ぎると一般化してゆく。12世紀に29点、13世紀に数点を

蒐集し、分析の対象としているのである 22。

　さて、贖い金の支払いは領主にとっては通常農民を保有地に緊縛するため

に規定されており、したがって農民にとっては自由を獲得する手段として考

えられてきた。しかし、贖い金を支払い、従来の保有地を放棄した直後に、

別の領主に自己移譲を行って再び農奴化する事例が古くから知られていた。

かつてそれは例外とされ、例えば高額の贖い金支払いの結果の農民の経済的

困窮に原因があるとされた 23。しかし、フリードマンは解放の25パーセント

を僅かに上回る事例は他領主の支配への移動のためであると見積もってい

る 24。他方ト=フィゲラスはより詳細な吟味の結果、殆どすべての場合がそ

うであると結論づけるにいたっている 25。解放と自己移譲という二つの法律
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行為が同一の証書に書き留められる場合と別々の証書に分かれている場合と

があるので、慎重な調査が必要なのである。

　贖い金の設定が、通常言われているように去ろうとする農民を引き留める

ためのものかどうかははっきりしない。支払いが頻繁に行われていること 26、

1200年以前には支払額が例外を除いて少額であること 27からそのような効果

が大きかったとは考え難く、ト=フィゲラスによれば、「領主は贖い金の支

払いと保有地に対する諸権利の放棄を同時に要求しながら、農民の流動性に

『寄り添いaccompagner』、そのことを収入の源泉としているのだという印象

を持つ 28」という。

　それでは農民たちはなぜ（何のために、何を求めて）他領主の支配領に移

動するのか。それには様々な動機とそれに対応して多様な形態が考えられる。

彼等が完全な自由を求めて移動するのではないことは理解できようが、まず

領主支配領ごとの条件の違い、とりわけ王領や神殿騎士修道会領が提供する

ような有利な条件が移動の動機であったことは容易に考えられる。富農なら

ばより豊かな経営地、より軽微な賦課租を求める、零落した農民ならば農地

の放棄を余儀なくされることもあったかもしれない。また、開墾によって創

出された保有地、とりわけ新村や新設の都市、都市の新たな郊外地などが吸

引の源となったであろう。しかし、最も一般的な契機は結婚に関わるもので、

農民の子供たち、息子や娘のみが元の家族とその保有地を離れ、他領に移動

するのである 29。

　したがって、他の領主支配領への移動と言っても、大きく次の二つの形態

を区別しておくべきであろう。一つは、家族全体が移動した結果保有地の完

全な放棄が行われる場合である。他の一つは、息子ないし娘だけが兄弟ない

し姉妹を相続人として両親のもとに残して移動する場合、あるいは家族が娘

だけを残して移動する場合など、要するに家族としては保有地の放棄は行わ

れない場合である。男が兄弟を残して移動するが、相続人たるこの兄弟が亡

くなった時には帰還して跡を継ぐ可能性を留保する事例すらある 30。第二の
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形態は、農民家族にとっては経営地の拡大を意味すると言えよう 31。

　12世紀に於いてヘローナ司教区周辺では領主支配領の細分化が著しく、

農民は他領への移動によって土地保有の環境を改善し、また土地を集積する

機会が開かれていた。領主側はこうした農民の流動性に対して、それを真っ

向から封じ込めるのではなく、移動する場合には贖い金の支払いと保有地と

の繋がりを断つことを求め、領主財政に資することを第一としたのである。

このことはまた、新たな領主にとっては隷属民の一身専属制 solidantiaを求

めることでもあった 32。

　13世紀になると、新たな状況が生まれる。都市の著しい発達がみられたが、

都市領主は、来訪者を増やすために、周辺の隷属民が贖い金を支払わず、旧

来の保有地も放棄せずに、都市に居住することを許可したのである。そのた

め各地で都市領主と周辺の支配領の領主が対立し、相互の利害の調整が行わ

れるにいたった。ある場合には都市居住後自由を得るまでに猶予期間を設け

て（たとえば、1年と1日）、元の領主はそれまでに隷属民を連れ戻すか贖い

金を支払わせるかの選択を迫ることができるようにした。しかししばしば、

都市領主と元の領主との間で、隷属民の都市への移住について、贖い金支払

いと保有地の放棄なくしては認めないことが合意されたのである 33。

　王領地は農民を奪われる立場に立つこともあったが、都市や新村が所在し

て、農民を吸引する側に立つことが多かったので、周辺の聖俗領主との軋轢

が絶えなかった。そこで、既述の1283年バルセロナで開催されたコルテス

は上記と同種の合意を王国規模で行い法の形で公布したものであったのだ。

贖い金の制度を初めて成文の法として規定し、王領地への移住の際にも免除

されることはないという保証を与えたのである 34。このようにして、都市の

発達をめぐる新たな状況は、旧来の属地的農奴制のシステムを維持する方向

で克服された。その過程で、農奴制そのものが法的な規定を受け、輪郭が明

確化したことも事実である。ト=フィゲラスは、カタロニア地方に於いて、

都市エリートと国王の権力の弱さが、農奴制の維持と活力の源となったとい
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う評価を下している 35。

　P. ボナッシーは、以上のようなカタロニア農奴制研究の進展を承け 36、研

究生活の晩年に農奴制を「下位封建制sous-féodalité」として理解するという

見解を打ち出している 37。先に詳しく紹介した見解からすれば、かなり大き

な軌道修正であるという印象が強い。ボナッシーによれば、農奴制の従属は

原初的には誠実誓約と奉仕に基礎づけられており、下位の封臣、とりわけ「城

砦騎士milites castri」の従属と変わるところがなかった。農奴と貧しい騎士

とは元来同じような階層の出自であったのである38。しかし時代が下っても、

下位の騎士たちの一身専属制は自由と両立する境遇を保ち、彼等の奉仕（主

に軍事的奉仕）は高貴化されていったのに対して、農奴の従属は「農民の慣

習mos rusticorum」によって卑俗化されてゆき、彼等は賤しい境遇に貶めら

れていったという 39。

　そこでいつ、どのように自由と隷属の道は分かれたのかが問題になる。ボ

ナッシーは12世紀末から13世紀半ばまでに農奴制の成立をみるフリードマ

ンの見解を受け入れつつも、11世紀半ばから12世紀半ばにかけて徐々に進

んだ農民の境遇の変化（5つの「悪しき慣習」の出現、贖い金の早い事例、

など）も「農民の慣習」の形成として重視しているのである 40。

　とはいえ、農奴制形成の議論の基礎に11世紀に於けるバン領主制創成に

よる農民全体の隷属化を据えるかつての見解は、かなり修正されたと言って

よいであろう。11世紀に問題となっているのは、領主がバン権行使のため

に補助的なスタッフ（城代、城砦騎士、バイイ、マンス保有者など）として

用いたかつての自由農民、あるいは農民上層なのであり、彼等が領主制の組

織化の過程で自由身分と隷属身分に分化するというプロセスが考えられてい

るからである 41。

b.ガスコーニュ地方のquestales

　カタロニア地方の農奴制研究にみられた変化は、南フランス諸地方の農奴
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制研究の基調を変えたということができる。まずガスコーニュ地方の農奴で

あるquestales（恣意税queste負担農民）に触れておきたい。同地方独特のこ

の農奴制については、古くから豊富な研究史が存在している 42。しかしここ

では、属地的農奴制を強調する最近の動向に関わる限りで取り上げることに

したい。B. キュルサントによるガスコーニュ地方に於ける casalis（カタロ

ニア地方のマンスに相当する）の研究はすべからくquestalesに関わることに

なった 43。1999年ローマでの研究集会に於ける報告では、彼はこの農奴制を

属地的農奴制として分析するのであるが 44、発展を次の4つの時期に区分し

て考えている。Ⅰ . 11世紀から12世紀まで：questalité（恣意税負担に基づ

く農奴身分）前史、流動的で拡散的な従属諸形態の存在　Ⅱ . 13世紀：制度

化された農奴身分としてのquestalitéの懐胎期間　Ⅲ . 14世紀：questalitéの

古典的時期　Ⅳ . 15世紀：questalitéの衰退期、questalitéの孤立地帯は点在

して中世を越えて存続 45。

　12世紀に間違いなく領主に従属した農民たちは存在しており、譲渡され、

重い賦課租やさまざまの義務を課されていた。しかし、それで農奴制が存在

していたと言えるであろうか。後に農奴制としてのquestalitéを構成する①

恣意税queste ②オマージュ③保有地への緊縛の結びつきは兆候すら見出せ

ない。従属の状況はあちこちに見出せても、内容は様々で、決まった社会的

グループを性格づけるものではなかったという。

　13世紀の最初の三分期にいたると、上記questalitéの構成要素が相互の

結びつきをみせ始め、ガスコーニュ地方東部では1240年頃から、②オマー

ジュが農奴制を基礎づける行為となる。しかし、③保有地への緊縛について

は、13世紀最後の数十年に最盛期を迎えるバスティードの建設に呼応して、

より厳格化し、逃亡の際の領主の追跡権も明確になっていった。こうして、

1300年頃になってようやくquestalitéの確立を語ることができるという 46。

　11世紀以来カルテュレールに現れるhominesは奉仕 servitiumの連鎖を通じ

て繋がる「臣下」を表す言葉であったが、それは軍事的階層のみならず農
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民層にも深く入り込んでおり、12世紀までは渾然一体とした全体をなして

いた。しかし13世紀になると、領主からcasalを委ねられた農民hommes de 

casalagioと軍事的奉仕に携わるhomines honorati（もしくはmilitares）との分

化が進み、前者は農奴として貶められるようになってゆく。キュルサントも

農奴を基本的には富農層の問題として考えており、先に紹介したボナッシー

の農奴制を「下位封建制」として把握する理解に同調していることになろう。

　しかしながら、彼はこの点に関して、一つの留保点を示している。上記の

ような理解は早い時期には伝来する史料の圧倒的部分をなすカルテュレール

起源の証書に基づく限りの結果であって、社会の実態を示すのではなく史

料上の表出にすぎない可能性もあるというのである 47。そして実際、Entre-

deux-Mers地方（バイイ管区）48について、1236年イングランド国王にして

アキテーヌ公・ヘンリー三世（プランタジネット家）の命により行われた

Privileyges de la terra de Entre-dos-marsという調査記録を紹介している。この調

査は宣誓のもとに行われた証人たちの証言により同地方の住民たちの諸特権

と自由への侵害について明らかにしようとするものであったが、12世紀半ば

から13世紀の第1三分期にいたる時期に従属と自由の認識がどのようなもの

であったかを読み取ることができる。証言の背景に想定できる参照系として

の社会秩序の表象は次のようなものであったという。社会は騎士cavaliers（本

来の騎士、市民軍）と農民 laboureurs（「教会の農民」、「王の農民」、「領主の

農民」）から成っている。前者は攻撃的な役割を担い、後者は補助者として

の防御的な役割を持つにすぎない。「王の農民」はかつてシャルルマーニュ

のイスパニア遠征からの帰還後土地と家屋を与えられた歩兵の後裔であっ

て、騎士とは違い俸給を与えられなかったので代わりに特権と自由を授与さ

れたという。こうして軍事的義務に関わって二種類の人間が区別されるよう

になった。第一は、直接的役割を演ずる者（騎士は制限のない、［それ以外の］

自由人は歴史的特権により制限された役割）、第二は、制限のない代替の義

務すなわち恣意税queste供出の形をとった間接的な役割を演ずる者である。
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　しかし同地方住民たちは、この社会秩序は極めて脆弱なもので、絶えざる

努力によってようやく維持できるものであると考えていた。二つの権力が古

い社会秩序を脅かしていたという。いずれも封建的システムの形成に関わる

のであるが、一つは城砦領主権の創設もう一つは伯権ないし王権の行政組織

で、国王役人、特にプレヴォは地域の自立的領主権として現れる傾向にあっ

た。こうした権力はいずれも従属民の農奴化を推し進めたという。

　この調査記録から得られる農奴制の理解は、必ずしもカルテュレールから

垣間みえる成立期の農奴制のイメージとは合致しない。特に、農奴制の問題

は個人ないし家族集団より所与の聖堂区に居住する人間集団にかかわること、

オマージュへの言及を欠いていることである。富農層に限った問題であるよ

うにはみえない。

　確かに同調査記録は小地域に限られた史料であり、証言相互の矛盾や荒唐

無稽とも言える内容も含んでいて、直ちに一般化できるわけではないであろ

う。しかし、少なくともそれは、傾向性を持ったカルテュレールという史料

からの情報の緩和剤として注目しなければならないのである。

　キュルサントは結論として、14世紀以前に史料に現れるquestalesの大部分

が農民上層に属することを確認しつつ、questalitéが富裕層の問題なのかと

問うている。14世紀以降になると、その出身階層はより多様化するが、や

はりきわめて富裕な者を含んでいるという。こうした史料上の表れは社会的

現実ではなく文書のうえの幻想なのか、それとも／加えて、中世後期に於

いてquestalesの状況の卑賤化が生じているのか。上に紹介したEntre-deux-

Mers地方の調査記録を信ずるならば、農奴制の成立期には、貧農の農奴制（城

砦領主権によって恣意税を強制される）と富農の農奴制（利益の多い官職と

大きな保有地の享受を要請される）との重なり合いと融合がみられたことに

なるのだが 49、キュルサントは最終的な断言を控えている。
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c.低地ラングドック地方のhomines de mansata

　さて、次に検討するのは、ラングドック地方に於ける属地的農奴制研究の

進展である。M. ブーランが低地ラングドック地方を中心に精力的に研究を

進めている。低地ラングドックのベジエ地方に於ける中世村落の形成を取り

扱った学位論文（1979年受理、1987年出版）のなかでは、既に紹介したボナッ

シーの学位論文段階の捉え方にしたがって、11世紀バン領主制創設に伴う

農民層の一般的隷属化を農奴制発達の出発点に据える。12世紀以降自由を

獲得するグループと従来の隷属状況のもとにとどまり続けるグループに分化

し、後者がやがて農奴身分という法的外皮を纏うにいたるとみるのである。

こうした農民層の二つのグル－プへの分化はこの時代に進行した「インカス

テラメント」と密接な関連をもっていたという仮説を提示している。集村化

は領主制的束縛に対抗する強い連帯を生み出した。この動きの結果形成され

たカストゥルムの住民は特権と自由を獲得して従来の隷属状況を抜け出して

いったが、飛び地、散村、孤立した農場（マンスと呼ばれる居住形態に代表

される）の住民は多くの場合、元の状況にとどまり続けたのである 50。

　その後ブーランは、とりわけカタロニア地方に於ける農奴制研究の進展を

承けて、このような見方を放棄したかにみえる。1999年ローマでの研究集

会に於ける報告では、11世紀バン領主制創設との関連を強調せず、12世紀

半ば以降の隷属地mansataの発達に伴う属地的農奴制の形成を専ら考察しよ

うとするのである 51。

　まず、低地ラングドック地方に於いても、地域ごとに農奴制発達に濃淡が

あるので、その空間的分布を確定することから始めている。大まかに言って、

モンプリエやニームを中心とする東部はよく知られているように農奴制の発

達を全くみなかった。それに対して、ベジエ、アグドを中心とする中央部 52

に於いては、より早くから農奴制の発達が認められ、13世紀にはより力強

い展開をみせるのだが、同世紀末には急速に衰退に向かい、14世紀になる

と農奴制はその残滓が残るにすぎなくなる。しかし、ナルボンヌを中心とす
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る西部 53に於いては、農奴制は従来考えられていた以上に根強く残り、14世

紀いっぱいなお活力を保っていたというのである 54。

　さて、1150年以前にベジエ地方の文書にmansataという用語が現れ、そし

てやがてアグド地方やナルボンヌ地方の文書に拡がりをみせる。同じ頃、従

属関係の存在を示す史料上の記述が数を増す。すなわち、従属化、従属民の

宗教施設への譲渡（贈与・売買など）（従属民の解放とその直後の従属化と

いう形をとることが多い）の記録である。11世紀に既に土地の譲渡に付随

する居住者と賦課租の譲渡が史料に現れていたが、12世紀には従属民自体

が殆どの場合土地を伴って譲渡されていたことが確認される。しかし、こう

した譲渡される人々の身分を語ることができるわけではない。史料に現れる

のは一般に貧農ではなく、殆どが地域の有力者であり、貴族から農民まで従

属化の形に違いがあるわけではない。農奴制を定義づけるような賦課租（恣

意税questeのような）も認められない 55。

　しかし12世紀半ば以来、mansataという用語の出現は、農奴制という従属

の絆の形成に対応しているのである。低地ラングドック地方では、属地的農

奴制の発達という形で農奴身分が輪郭を明らかにしていった。その背景は同

時代に進行した「インカステラメント」に伴うカストゥルムの叢生や都市の

発達であり、城砦領主制や都市の人口吸引力に抗して土地領主側がとった措

置のなかに、属地的農奴制発達の大きなモメントをみることができるとい

う。強要されたのであれ自ら受諾したのであれ、隷属地保有農（homines de 

mansata）の定着性こそが領主の土地の経営と収入を保証し、従属民の数に

基づく領主の威光を維持するのである。したがって、近隣のカストゥルムに

存立を脅かされたヴィラ内にmansataの発達をみることが多い。しかしカス

トゥルムや都市内にも見出すことがあり、時には既に言及したLaurens村の

ように 56、1270年までカストゥルム住民全体が隷属民となっていた事例すら

見出し得る。農民の定着性を求める同じ関心が働いていたのであろう 57。

　1232年公布された都市ナルボンヌの慣習法は市風自由の原則を謳ってい
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るが、その数ヶ月後に作成された「ナルボンヌ地方の騎士たちの慣習法」

は都市慣習法の補完という性格を持ち、ナルボンヌ地方の領主たちに属す

る従属民（農奴）について規定している 58。homines militumおよびhomines 

de mansataという二種の従属民が区別されているが、前者が人格的な隷

属（トゥールーズ慣習法ではhomines de corpore）、後者が属地的隷属（同

homines de casalagio）を表す。しかしそれはあくまで概念的区別であって、

現実には両者は一体のものであったようだ。隷属性はますます隷属地として

のmansataが核となっていった。領外婚 formariageが行われる場合、妻とな

る女性は夫の領主の農奴となるのが原則で、両者の子供も全て同様であった。

しかしその女性がmansataの相続権者であったならば、そのmansataの領主

の農奴のままとどまり、子供は両領主で折半されるのである。

　同慣習法に於いては、領主側のmansataに対する統制が強調されている。

まず不分割の原則である。息子たちに分割することはできたようであるが、

娘の嫁資に一部を当てることは許されなかった。そして一般に譲渡不可能性

は強い原則で、農奴は自らのmansataを直系の相続者に相続させる以外の譲

渡の権利は持たなかったのである。そしてなかでも強調されていることは、

領主の自らの農奴に対する裁判権であった 59。

　さて、城砦領主と土地領主=体僕領主との間で、農民の帰属をめぐる紛

争がしばしば起こり、裁判を通して妥協が成立する。その過程で、隷属地保

有農の農奴身分としての輪郭が浮かび上がるのである。土地領主=体僕領

主への帰属を証明するのに恣意税questeを支払っているか否かが問われる

ことが多いが、それが農奴特有の賦課租であるからではなく、支配権を争っ

ているにすぎない。この賦課租に限らず、コルヴェや放牧税などの何らかの

賦課租が農奴たることの指標となることはなく、城砦領主のバン権に基づく

賦課租と種類に於いて差異はない。ただ、mansataの場合、11世紀のマンス

のように、賦課租が各種の生産物と奉仕の組み合わせからなる定型化された

全体をなしていて、城砦領主のバン権に基づく賦課租が常に部分的であるの
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と対照をなしているという 60。

　しかしながら、mansataはしばしばマンスを構成要素として含むが、マン

スそのものではない。農奴が新たに土地を獲得した時にはmansataのなかに

取り込まれるので、構成は柔軟性を持っている。12世紀半ば頃に新たに形

成され始めた隷属地で、そこにヴィラの古い構造と結びついたマンスの残

存というアルカイズムをみることは間違いであるという。むしろ12世紀半

ば以降の上記のような領主制の新たな状況と関わった、新規の形成物をみ

なければならないのである 61。「新たな農奴制（le nouveau servage）」の形成

である。

　結局のところ、ブーランによれば、低地ラングドック地方の農奴身分には

2つの本質的な性格があるという 62。第一は「卑賤化した社会的イメージ（une 

image sociale dégradée）」。12世紀までは、騎士層を初め富農層にいたるま

で、聖界施設等の従属民はおしなべて不名誉なニュアンスを持たなかったが、

mansataを核に形成された従属者は13世紀には卑賤化され、農奴身分が輪郭

を明らかにするのである。彼等が領主に対して行うオマージュは「隷属オマー

ジュ」としての意味を持つようになる。ブーランは1230年頃に転換点があ

るものとみている。

　とはいえ経済的水準について言えば、農奴は富農層なのであって、貧しい

農奴は少なくとも史料には現れない。彼等が負担する賦課租にしても、貧困

をもたらすような重い負担ではない。

　農奴の本質的な性格の第二は、自らの土地mansataを処分する権利を持た

ないことである。自らの意志で土地を贈与や売買によって他人に譲渡できな

い。とりわけ相続に際して、直系の子孫以外に相続させることができない。

もし直系の嫡子を持たぬ場合には、土地mansataは領主の没収するところと

なる63。その場合には遺言状による遺贈は認められず、たとえ傍系に兄弟や

甥や姪がいても、直接相続することができないのである。当時、自由人の土

地保有形態としてのいわゆる「永代借地emphytéose」が一般化していたが、
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mansataは以上のような点で性格を異にする不自由な土地保有形態であった

ということができる。

　14世紀前半は人口が飽和状態に向かう時代である。土地が価値の高い財

産となり、土地市場に於いて莫大な利益を見込めるようになっていたのだ。

そのためmansataは領主にとって利益の源、農奴にとって煩わしい足枷であ

ると感じられていたであろう。土地緊縛の問題について言えば、低地ラング

ドック地方に於いては、カタロニア地方で一般化していたかの贖い金は知ら

れていない。しかしもし農奴が領主との人格的絆（オマージュ）を無視して

他所に移住するならば、即座にmansataの喪失という重大な損失を被ること

になったのである64。

　14世紀になっても、低地ラングドック地方中央部や西部ではなおmansata

は数多く残存していたが、中央部では、名称の痕跡は残しながらも、

mansataを構成する土地の一部が領主への移転税支払を伴いながら自由に売

買されるなど、実質上永代借地に近似するようになっていた。しかし、西部

ではなお、mansataのもたらす不利益が多くの住民（農奴）に感じられており、

農奴解放に伴って、mansataの永代借地への転換が行われたことが少なから

ぬ史料に残されているのである 65。

（2）「新たな農奴制」をめぐって

　以上みてきたように、近年では南フランスの農奴制は12世紀以降に属地

的農奴制を中核として形成されることが強調され、「新たな農奴制」という

枠組みの中で考察されるようになっている 66。

　とはいえ、実はこの「新たな農奴制」は古くて新しい概念なのである。古

くは19世紀に、F. エンゲルスが15－16世紀にエルベ河以東のドイツに於い

て新たに形成された農奴制であるグーツヘルシャフトを「第二の農奴制（Die 

zweite Leibeigenschaft）67」と呼んで、中世の農奴制と直接には繋がらない新

しさを強調したのである 68。
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　時代は下って、農奴制の問題に深い関心を抱いていたM. ブロックは、中

世初期・カロリング期まで存続していた古代奴隷制が衰退していった後

に、13世紀初頭になって史料に登場する農奴身分を、かつての奴隷、解放

奴隷、自由人が融合することによって生じた「新たな隷属身分（la nouvelle 

servitude）69」として性格づけている。「名称は古いがほとんど全く新しい基

準によって定義された70」農奴身分であるという。すなわち、「頭税chevage」「領

外婚税 formariage」「相続税mainmorte」という、ブロックの有名な農奴身分

の3つの基準に他ならない。

　続いてG. デュビーである。彼は中世マコネ地方を対象とした周知の学位

論文で、13世紀半ば頃から14世紀にかけて、人的隷属身分を表す従来の農

奴制とは異なる「新たな農奴制（le nouveau servage）71」（デュビーはまた「新

たな隷属身分 72」という用語も用いている）がマンス保有と結びついて属地

的隷属身分として発達するという 73。

　このように古くから使われてきた「新たな農奴制」「第二の農奴制」とい

う用語は、それぞれ成立する時代も性格も異なった現象を指示しているので

あるが、旧来存在していた隷属身分とは別の社会的脈絡のなかで新たに生ま

れたという点では共通しているのである。そこで、「新たな農奴制」がどの

ような環境のなかでどのような性格を持った農奴制として成立するのかを比

較史の対象にしようとする。B. キュルサントはヨーロッパに於いてこうし

た現象が成立する可能性のある3つの時代を区別している 74。

①11世紀及び12世紀。これはM. ブロックが「新たな隷属身分」を位置づけ

た時代である。キュルサントはボナッシーのブロック理解に従いつつ、この

「新たな隷属身分」について、バン領主制が旧来の自由人および奴隷をひと

しなみに支配下に置くことによって農民階級を従属的な境遇に貶めたもので

あるとしている。人的従属が優勢な農奴制、すなわちhomme de corpsが問

題になるという。

②12世紀後半から次の世紀へ。旧来の隷属身分が集団的にあるいは個人的
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に解放されてゆく趨勢のなかで、新たな農奴制が生成する。その隷属身分は

属地的な性格をもっており、かつ同時代人に不名誉な境遇であると感じられ

るようになっていったのである。

③中世末期から近世にかけて、エルベ河以東のドイツでみられた、F. エンゲ

ルスの言う「第二の農奴制」75。

　南フランスの農奴制はそれ自体地域毎に多様な性格を持つが、「新たな農

奴制」に分類される点では共通する。P. ボナッシーによれば、古代奴隷制が

中世初期を通して衰退・再生を繰り返しながら衰退していた後、11世紀に

バン領主制が農民階級をひとしなみに従属下に置き、それが「新たな農奴制」

の起点となるという。カタロニア地方で確認されたこうした中世農奴制の起

源及び性格は、南フランス諸地方のみならず西ヨーロッパ全体に敷衍され

る。（上記①）しかし、P. フリードマンによるカタロニア地方の農奴制研究

は、12世紀後半以来の領地経営の変化のなかに農奴制の起源を求め、同地

方の属地的農奴homines de remensaをその中心に据えた。その後、南フラン

スの他の地方に於いても同様に12世紀後半以来の属地的農奴制の成立が「新

たな農奴制」として議論の中心となっていったのである。（上記②）

　近年の農奴制に関する地域史研究の白眉であるV. コリオルによるフラン

シュ=コンテ地方の聖クロード修道院領の研究 76は、やはりフリードマンに

よるカタロニア地方の農奴制研究に触発され 77、同じく「新たな農奴制」の

枠組みのなかで分析が行われた。同修道院は5世紀に創建された由緒ある修

道院であるが、問題のジュラ山地の森林地帯は12世紀末にようやく領主制

の形成が端緒についた領地で、したがってそれ以前の隷属身分の歴史を全

く持たない。それにもかかわらず、14世紀の初めから16世紀初頭にかけて、

農奴制の漸進的発達が豊富な史料に跡をとどめているのである。したがって、

これは無から生成した「新たな農奴制」に他ならない。このように、「新た

な農奴制」の概念のもとに、地域を越えた比較研究が拡がりをみせているの

である。
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　しかしながら南フランス農奴制研究の現状をみる時、12世紀末あるいは

13世紀に研究の重心が移る一方で、中世初期、さらには11世紀の隷属身分

の問題への関心は希薄になる傾向にあるように思われる。先に詳述したボ

ナッシーの議論に対するバルテルミーの批判に対して、本稿で南フランスの

地域史として取り上げた、ラングドック地方を中心とする南西フランスおよ

びカタロニア地方に即する限り、現在のところ目立った反応はみられない。

しかしながら、南東フランスについては必ずしも同じ傾向ではない。最後に

この近隣地方に関する研究の現況に触れておこう。

　N. キャリエは近年旧ブルゴーニュ王国の中核的諸地方（ヴォー、ヴァレ、

サヴォワ、ドフィネ地方）に於ける隷属身分に関する詳細な研究を公にし

た 78。彼は上記諸地方を対象として、6世紀から15世紀にいたる隷属身分の

歴史的変化を一つのモデルとして描き出している。このモデルは、同じく近

年出版されたばかりのH. ファルク=ヴェールのドフィネ地方に関する地域

研究が、ボナッシーの考え方に倣って、11世紀の「封建的変動」による断

絶を強調し、この時に奴隷制から農奴制への移行をみようとしている 79のを

批判しつつ 80、バルテルミーの考え方に近い連続説に基づいて描かれている

のである。キャリエは半世紀以上前に公にされたN. ディディエによる同地

方の農奴制に関する小論 81が、9世紀から13世紀にいたる農奴制の連続論を

唱えている点で、むしろ自らに近い見解であると考えているようである 82。

　さて、ドフィネ地方を含む上記諸地方では、中世初期のmancipium、

servus、ancillaは12世紀初頭まで史料に現れるが、他方で11世紀経過中に

homoが現れ、12世紀以降隷属民の呼称として一般的にみられるようになる。

キャリエによれば、6世紀頃蛮族法は紛れもなく古代的な奴隷の存在を示し

ているが、既に中世初期のある時期（キャリエは8世紀後半という時期を指

示している 83）にmancipium、ancilla、servusは奴隷ではなく農奴を示すよう

になっていた。かつての奴隷は家族を持ち、その子供たちは合法的な後継者

とみなされるようになる。また財産を所有する権利を獲得してゆき、それ
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は法的に譲渡可能な家産となる。こうした変化が単に事実上の慣行にとど

まらず法的な権利に変化していった。その結果、ドマニアルな体制の支配

下で、自由保有農（コロン）との融合が進んだのである。あらゆる種類の

従属者たちに対して主人が抱く所有の観念が法的な所有権になるときから、

農奴制が形成される。名称こそ古代的奴隷に与えられた用語が維持されたが、

内容は異なったものになっていたという。もちろんこうした変化は一挙に

完全な形で達成されたのではなく、長い醸成期間のうちに、知らず知らず

の変化が見られたのであり、8世紀後半になっても新旧の要素が混在してい

たのである 84。

　11世紀に城主支配の確立は、ヴィラに代わる新たな ‘encellulement’を創

出したが、このような農奴の性格に本質的な変化は認められない。ただ、「封

建的調整（l’ajustement du <féodalisme>）」により従属者の名称が既に実体

と乖離していた奴隷を含意する用語を離れ、封建制の人的紐帯を示すhomo

に変化しただけであるという 85。13世紀には、この地方に特徴的な隷属身分

を表現する用語であるhomo ligiusが史料に現れ、タイユ 86が農奴身分の基準

とみなされるようになる。さらに14世紀にはマンモルトが新たな基準とし

て取って代わる。これらは、隷属民の解放の流れのなかで、再活性化され更

新された「新たな農奴制」なのである 87。

　南東フランスは隷属身分に関して、本稿で検討した南西フランスおよびカ

タロニア地方とは対照的な歴史を辿ったのか、それとも研究の現況の違いは

現実よりも認識上の問題なのか、今一度考えてみるべきであろう。

注

１　同種の隷属地のなかで、「トゥールーズ慣習法」に記述があるために古く

から紹介されていたトゥールーズ地方の casalagiumについては、近年の脈

絡では新しい研究はまだみられない。M. ムーニエはガスコーニュ・トゥー

ルーザン地方の地域史研究に携わっているが、同地方では農奴制の人格的

側面が優越していて、casalagiumの出現は遅い（初出が1256年）という認識
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おわりに

　南フランス農奴制はかつて北フランス中心に行われてきた封建社会研究の

周縁で、体系的な地域史研究を欠いたまま、北フランス農奴制の弱められた

形態として理解されるにとどまっていた。南フランスに特有の制度として属

地的農奴制が早くから知られていたが、これも永く未解明の問題として放置

されたままであった。

　1970年前後の時期から、中世南フランスの地域史研究が隆盛をみせ今日

にいたっているが、こうした研究のなかで、農奴制の問題が本格的に取り上

げられてその成果が世に問われた。こうして近年南フランス地域史研究は、

フランスに於ける農奴制研究のなかで中心的な議論を提供するようになって

いると言っても過言ではあるまい。

　G. デュビーによるマコネ地方の研究に端を発するいわゆる「封建的変動論」

は、カタロニア中世の研究で知られるP. ボナッシーを初め、南フランス地域

史に携わる多くの研究者に引き継がれた。ボナッシーによれば古代奴隷制は

中世初期にも衰退と再生を繰り返しながら生き延び、11世紀頃にようやくそ

の終焉を迎える。10世紀末から11世紀にかけてカロリング的政治秩序が地域

社会に於いても後退し、城主支配の時代がめぐってきた時、農民たちは自由

人であるか奴隷であるかを問わず、ひとしなみにそのバン領主権のもとに服

することになる。この事態が農奴制成立の起点となる。12世紀以降の「正常化」

の過程で集村部を初めとして農民の境遇は改善するが、原初的な従属下に取

り残された農民が、法的にも農奴と評価されるようになるという。

　ボナッシーの場合、こうした理解を単に自らの研究テリトリーであるカタ

ロニア地方に封じ込めるのではなく、南フランスはもちろん、若干の修正を

伴ってヨーロッパ全体の農奴制にまで一般化しようとしたのである。この大

胆な試みは、中北部フランスのヴァンドーム地方を研究テリトリーとするD. 

バルテルミーを先頭に、伝統的中世史学の反発を呼び、「封建的反動論」を
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めぐる激しい論争の一角を占めつつ論争が戦わされた。

　世紀末が近づくにつれ、南フランス地域史内部でも農奴制研究の方向が変

化をみせるようになる。すなわち、12世紀末頃から明瞭となる属地的農奴

制の発達に農奴制形成の起点をみる傾向が強くなり、「新たな農奴制」とい

う枠組みの中で議論が展開するようになるのである。12世紀にインカステ

ラメント（南フランスでも地域によって濃淡がある）、開墾と新村建設、都

市の発達などの動きに対抗して、土地領主層は領地の円滑・確実な経営を保

証するため、マンスなど領地の経営単位の保有農（中間管理者としての農民）

の確保に努めたのである。その手段が、土地と農民とを結びつける、属地的

農奴制であった。

　11世紀バン領主制の支配の議論が後退し、12世紀領地経営の刷新の議論

が中心になってくると、その帰結として、対象となる農民の経済的水準が上

昇する。属地的農奴は基本的に富農層なのであって、貧しい農奴は存在しな

い。少なくとも12 -13世紀の史料には全く登場しない。

　それにもかかわらず、13世紀には農奴の概念がはっきりとした輪郭をと

り始めるにつれ、農奴が不名誉な階級として捉えられるようになる。11-12

世紀に於いても、騎士から農民にいたるまで、主人となる者にわが身を委ね

（托身）、そのための儀礼としてオマージュを行う者は数多く認められた。こ

うした人格的従属は必ずしも不名誉なものとみなされることはなかったが、

13世紀には、「騎士的慣習more militari」に基づく奉仕を行う騎士が高貴化

されるのに対して、「農民的慣習more rustico」に染まった農民の場合には、

保有地は隷属地、オマージュは隷属オマージュとなり、その境遇は貶められ

るようになっていったのである。

　したがって、貧窮にあえぎ、自由を求めて領主に抗うという農奴のイメー

ジは、後の啓蒙時代の産物であると言わなければならず１、中世に於いては

領主および農民それぞれの戦略的な利点や不都合といった観点から、時代的

文脈に沿って農奴制の存在理由を分析することが必要であろう。
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　さて、南フランス諸地方およびカタロニア地方に限っても、農奴身分の実

態や指標となる賦課租は地域毎に異なっている。最も制度化が進んだカタロ

ニア地方では、農奴制の要となる点は、農奴身分からの解放の条件として隷

属地の贖い金が課されることであろう。そして農奴でいる限り、「加虐の法」

によって土地領主の恣意的支配が国家的に容認されていたのである。さらに、

いわゆる「5つの悪しき慣習」と呼ばれる賦課租が農奴身分の指標として定

着している。これら5つの賦課租のうち4つまでは、農奴の財産相続と結婚

に関わるものである点は注意しておく必要があろう。

　低地ラングドック地方では、農奴制ははるかに弱い輪郭を描き、早期に消

滅する。しかし、西部では従来考えられていたよりも長く、14世紀後半になっ

ても根強く存続していたことが、近年の研究によって明らかにされた。同地

方では東部を除いて13世紀から属地的農奴制が発達するが、カタロニア地方

にみられるような隷属地の贖い金は知られていない。農奴身分を離れる場合

には、隷属地そのものの喪失という代価を支払ったのである。農奴身分の本

質的な点は、隷属地の自由な処分権を持たないことである。領主の許可なく

他人に譲渡することができず、直系の子供以外に相続させる権利を持たない。

14世紀前半までに人口増大によって定住地は飽和状態に達し、土地不足が顕

在化した環境下では、極めて不都合な制限となっていたと考えられる。なお、

低地ラングドック地方では、カタロニア地方の「5つの悪しき慣習」やガスコー

ニュ地方の恣意税questeのような農奴身分の指標となる賦課租は定着してい

ない。恣意税にせよコルヴェにせよ宿泊税にせよ、裁判などである主人の農

奴に対する支配を証明するために持ち出されることはあるが、自由人に対す

るバン領主の支配に於いても同じく広くみられる賦課租であったのである２。

注

１　M. Mousnier, "Jeux de mains, …", op. cit., pp.11-12.
２　アメリカの中世史家F.L. チェイエットは11-12世紀のナルボンヌ地方を対
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象とする地域史研究のなかで、農奴制を分析する章を設けて詳細な史料分析

を行っているが、同地方の農奴制の指標としてとりわけ宿泊税を強調して取

り上げている。私には同じ理由により必ずしも適切な議論ではないように思

われる。F.L. Cheyette, Ermengard of Narbonne and the World of the Troubadours, 
Ithaca (N.Y.), 2001, pp.149-167.
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